
花の拠点（はなふる）
ブース出展・イベント出展の

ご案内
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花の拠点（はなふる）について
・2020年11月に誕生した恵庭市の新たな観光スポット

・子どもから大人まで楽しめる施設が集結しています
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ブース出展・イベント出展
はなふるには、観光、宿泊、ショッピング、お食事、休憩など

さまざまな理由から多くの方々が市内外から訪れます。

このはなふるでブースやイベントを出展してみませんか？

3↑えにわハッピーハロウィン

えにわシーニックナイト↓



出展例
・町内会のお祭り

・各種イベント（飲食テントブースやキッチンカーの出店、よさこい演舞など）

・ステージを使用した発表会の開催

・営利を目的とした写真、動画撮影等

・ハンドメイド作品等販売

・セミナー、講習会の実施

・飲食物販実演販売

・パネルを使用した芸術作品展示 など
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↑縄文リレーパネル展



出展場所（例） 【農畜産物直売所かのな横】
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農畜産物直売所かのなや道と川の駅花ロードえにわ

のすぐ近くであり、人通りも多い場所です。

出展例（商品PRブースなど）



出展場所（例） 【ガーデンエリアステージ】
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道と川の駅花ロードえにわ、中央芝生広場のどちら

からも見えやすく、発表会などに適しています。

（ステージ：約６ｍ×約９．６ｍ）

出展例（猿まわし）



出展場所（例）
【グラベルガーデン付近スペース】
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はなふるのメインエリアであるガーデンエリアを

散策される方や噴水を楽しまれる家族連れからの

注目を集めやすい場所です。

出展例（飲食ブース出展）



出展場所（例） 【園路スペース】
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はなふるのメインエリアであるガーデンエリアを

囲む園路沿いを、キッチンカーや飲食テントの

出店にてご利用いただいております。

参考：キッチンカー１０～１５台程度

出展例（キッチンカーフェス）



出展場所（例） 【センターハウス】
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各種講習会やブース出展、ハンドメイド

マルシェなど様々な用途にご利用いただけます。

出展例（クリスマスリース講習会）



手続きについて
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◎一時的に行事やイベント等で一部または全部を利用するものについては、
「行為許可申請書」を提出し、許可書の交付を受ける必要があります。
【提出が必要な書類】
・行為許可申請書
・利用内容がわかる資料
詳細については、以下のURLをご確認ください。
https://hanafuru.jp/archives/11256.html

◎内容等により公園使用料をお支払いいただく必要があります。
提出いただいた書類を確認後、許可書及び請求書を発行しますので、期日
までに利用料金をお支払いください。



申請先・お問い合わせ先
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花の拠点指定管理者
株式会社ガーデンシティ恵庭
◆住所：恵庭市南島松828番地3 センターハウス2階

◆電話：0123-29-5080

◆ＦＡＸ：0123-29-5081

◆時間：9時～17時（平日のみ）


